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全体構想は，旭川市全体の都市計画に関する基本的な方針を定めています。 

なお，旭川市は，鷹栖町，東神楽町とともに，旭川圏都市計画区域を構成してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画マスタープラン全体構想について  

旭川市都市計画マスタープラン全体構想区域図  

旭川市  

東神楽町  

鷹栖町  
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（１）総合計画との関連 

都市計画マスタープランは，『第７次旭川市総合計画』に示された４つの基本目標

のうち，主に，都市計画分野との関連が大きい「人のやさしさとやすらぎを実感す

るまち」及び「人が行き交い，元気な経済が展開するまち」で示された重点目標を

具体化するための都市計画分野における基本方針としての役割を担っています。 

 

（２）都市を取り巻く自然環境 

旭川市は，大雪山連峰の恵まれた森林資源と豊穣な農地に囲まれた上川盆地の南

端に位置し，市街地は，大雪山連峰に源を発する４つの大きな河川の合流地に広が

っています。 

 

（３）都市の発展の基盤 

旭川市は，自然と密接なかかわりを持つ農業及び木材を資源とした産業を基盤に，

行政及び商業・業務・工業などの都市機能の集積や，広域的な交通基盤の整備が進

み，北海道の拠点都市として発展してきました。 

 

（４）新しい時代への対応 

『第７次旭川市総合計画』では，社会情勢が変化する中で，一定の整備が進めら

れた社会資本や，地域における様々な資源をいかに有効に活用していくかを重要な

視点ととらえており，都市計画においても，急激な都市化の時代を経て，安定・成

熟の時代に対応する計画が求められています。 

 

（５）市民参加と協働 

市民ニーズが多様化・複雑化している一方，市民参加意識が高まっており，市民

と行政がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し，相互に補完し，協力し合い，

公共的な問題を解決するため，協働によるまちづくりが求められています。 

第１節 都市整備の理念と目標 

１ 理念設定の背景 
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旭川市の都市整備は，水と緑の豊かな環境資産や雪と氷のある冬の気象条件など，

自然環境との共生を目指しながら進めます。また，蓄積された社会資本を有効に活

用しつつ，市民との協働により個性豊かな地域づくりを積み重ね，四季を通して快

適性，利便性が感じられる，人が集まる成熟した都市の形成を目指します。 

旭川市都市計画マスタープランにおける都市整備の理念は，このような認識を踏

まえて以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画マスタープランにおける都市整備の目標を以下のように設定します。 

 

土地利用の目標  

人口の減少，少子高齢社会の進展を見据え，将来にわたって，すべての市民の暮

らしやすさを確保するため，中心市街地，一般市街地，地域核市街地それぞれが機

能的に役割分担された土地利用を進めることで，コンパクトな都市空間の形成を目

指します。 

また，将来にわたり持続可能な都市構造を形成するため，現状の都市規模を維持

することを基本とし，市街地の無秩序な拡大を抑制します。 

 

都市交通整備の目標 

土地利用と連携しながら，各交通手段が適切に役割分担された交通体系を整備し，

効率的で快適な移動手段を確保するとともに，安全性や環境との調和にも配慮しな

がら，交通施設のバリアフリー化や自家用自動車に過度に依存しない交通体系の形

成を目指します。 

また，都市圏内各方面との連結を強化する主要幹線道路網や道内主要都市との交

流に対応し，交通の高速化，効率化を確保する広域道路網の整備を推進するととも

に，国内及び国外の諸都市との結びつきを強め，道内拠点空港としての役割を発揮

する旭川空港の機能強化を促進します。 

２ 都市整備の理念 

 

 

個性ある地域づくりを積みかさね， 

自然がいきいきと輝き， 

人々の元気な笑顔があふれる， 

そんな旭川にしたい 

  

３ 都市整備の目標 

自然が輝き，人がにぎわう都市の形成  



 

 
19 

 

 

公園緑地，河川整備の目標 

すべての市民が，自然の中で憩い，交わり，遊び，学ぶことができる空間を創出

します。 

また，樹林地や河川緑地，道路緑地，公園緑地，各種施設緑地を結び，動植物が

生息できる緑のネットワークを形成し，水と緑と人が光り輝くまちづくりを進めま

す。 

 

環境保全の目標 

市民，事業者，行政の協働により，旭川を取り巻く大気・水・土壌など自然環境

を保全し，「環境にやさしいまち」を目指します。 

また，都市にうるおいと季節感を与えてくれる豊かな自然に囲まれながら，健康

で安全に生活できる都市を形成するとともに，地球温暖化対策を推進し，温室効果

ガスの排出が抑制された社会の形成を目指します。 

 

景観形成の目標 

豊 か な 自 然 と 人 々 の 暮 ら し に よ り 育 ま れ て き た 本 市 の 景 観 を い か し た り ， 歴 史

的・文化的景観を保全することで，自然と人々の生活が調和した景観を創出します。 

また，市民，事業者，行政が協働して良好な景観を守り，育て，つくることで，

日々の暮らしの中で魅力が感じられる景観を形成し，誇りと愛着を持てるまちづく

りを目指します。 

 

都市防災の目標 

河川における水害対策や樹林地における土砂災害対策，道路や住宅地における雪

害対策など防災対策を充実し，災害の起きにくい都市づくりを進めます。 

また，災害時には安全に避難や救助活動ができ，その後の復旧作業が容易にでき

る災害に強い都市づくりを進めるなど，市民の生命と財産を守り，すべての市民が

安心して生活できる都市を形成します。 
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旭川の都市構造の考え方を以下のように設定します。 

 
 

無秩序な市街地の拡大を抑制し，市街地周辺の自然環境との調和を目指し，樹林

地や河川沿いの緑地，農地，公園などの緑地により，市街地の輪郭を形成します。 

 

 
 

２環状８放射道路及び都心環状道路により構成される道路網により，都市圏内の

大量交通を円滑に処理する利便性の高い交通軸を形成するとともに，２高速１連携

道路により，広域的な都市間の交流・連携を促進します。 

 

 
 

市街地を貫流する石狩川，牛朱別川，忠別川，美瑛川の四大河川と河川緑地によ

り，都市にうるおいとやすらぎを与える水と緑の軸を形成します。 

 

 
 

 

（１）中心市街地 

北彩都あさひかわ地区，買物公園及び銀座通周辺地区並びにそれらを補完する神

楽地区を含む都心環状道路の内側に，行政，商業，業務などの拠点的な都市機能が

集積する道北全体の拠点都市を形成します。 

 

（２）一般市街地 

四大河川によって５つに区切られている中心市街地の縁辺から市街地輪郭に至る

市街地では，住宅や商業，業務，流通などの地域生活に必要なサービス機能を配置

します。 

 

（３）地域核市街地 

合併以前から地域の核となっている市街地に，地域におけるサービスの中心とし

て，豊かな自然と調和したゆとりのある市街地を形成します。 

第２節 都市構造の考え方 

１ 緑による市街地の輪郭の形成 

２ 道路による交通軸の形成 

３ 四大河川による水と緑の軸の形成 

４ 土地利用区分 
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１-１ 計画的な土地利用の推進 

（１）市街地の構成 

基本方針 

◆都市交通機 能や公共 公益サービス 機能，地 域商業地を適 切に配置 し，各地域住 民の生活

圏における利 便性を確 保します。  

◆農地や樹林 地と調和 した市街地を 形成する ため，市街地の 外縁部 にグリーンベ ルトを配

置し，市街地 の輪郭を 明確にします 。  

◆市街地の無 秩序な拡 大を抑制し， 現状の市 街地規模を維 持します 。 

 

施策の方向 

◆都市機能の 適正立地 の推進  

◆樹林地や河 川沿いの 緑地，農地， 公園など のグリーンベ ルトの配 置 

 

（２）適正な土地利用の推進 

基本方針 

◆市街地内の 未利用地 の有効活用を 促進する とともに，地域 の実情 に応じた用途 地域の指

定による土地 利用の誘 導や公共施設 の適正配 置を行うなど，有効な 土地利用を進 めます 。 

◆市街化調整 区域では ，無秩序な 市街地の 拡 大を抑制しな がら，農 林業の振興 ，自然環 境

の保全に取り 組みます 。なお，市街地に 隣接 する主要幹線 道路沿道 については ，地域の

実情に応じた 秩序ある 土地利用へ誘 導します 。 

◆準工業地域 の全域に 特別用途地区 を定め，広域的な都市 構造や都 市基盤に大き な影響を

与える大規模 集客施設 の立地を制限 し，都市 機能の適正な 配置と工 業・流通業務 地にお

ける効率的な 操業環境 を維持します 。  

 

施策の方向 

◆地域の特性 などに配 慮した計画的 な市街地 整備の推進  

◆土地利用の 実態に即 した用途地域 の指定見 直しなどによ る適正な 土地利用の誘 導  

◆将来を見据 えた土地 利用の誘導  

◆遊休地の活 用など， 総合的かつ計 画的な土 地利用の促進  

◆市街化調整 区域にお ける適切な都 市計画手 法の運用  

 

１-２ 中心市街地整備 

（１）都市機能の集積誘導 

基本方針 

◆北彩都あさ ひかわ地 区，買物公園及 び銀座 通周辺地区並 びにそれ らを補完する 神楽地区

第３節 都市整備の基本方針 

１ 土地利用 
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に広域的な商 業・娯楽 のみならず ，行政 機能 ，文化機 能，福祉機能 や居住機能な ど北海

道の拠点都市 にふさわ しい高次の都 市機能を 集積し，旭川の 新たな 魅力となる都 市空間

を創出します 。  

 

施策の方向 

◆行政機能， 商業機能 ，業務機能， サービス 機能，居住機 能など高 次の都市機能 の集積  

◆歩行者動線 などの整 備による都市 機能の連 携・回遊性の 強化  

◆北彩都あさ ひかわ地 区の土地区画 整理事業 の推進  

◆観光情報セ ンターの 整備 

◆市街地再開 発事業， 優良建築物等 整備事業 などの促進  

 

（２）商業機能の強化 

基本方針 

◆買物公園を 中心軸と した中心商店 街地区で の機能集積を 促進する とともに，隣接 する神

楽地区などと の相互連 携により，魅 力 あ る 商 業 地 と し て の 機 能 の 充 実 に 取 り 組 み ま す 。 

◆買物公園や 銀座通地 区など既存の 商業地に おいて，市街 地や店舗 の再整備，未 利用地の

有効活用を進 めるとと もに，商 業，サービス ，娯楽 ，レク リエーシ ョンなどの機 能強化

や，各種イベ ントの実 施など，市民 をはじめ 観光客が集う にぎやか な中心市街地 を創出

します。  

◆北彩都あさ ひかわ地 区から買物公 園や銀座 通周辺地区へ 安全・快 適に回遊でき る歩行者

動線の整備に より，一 体的な中心市 街地とし て連携を進め るととも に，休憩や交 流がで

きる緑豊かな 街路空間 を創出し，地区 の魅力 と集客力を高 めること で広域的な商 業地を

形成します。  

 

施策の方向 

◆中心商店街 地区での 機能集積の促 進  

◆各種イベン トの開催 など，中心市 街地での にぎわいの創 出  

◆市街地再開 発事業， 優良建築物等 整備事業 などによる土 地の高度 利用の促進  

◆ＪＲ旭川駅 から買物 公園，銀座通 へ回遊で きる緑豊かな 歩行者ネ ットワークの 形成  

 

（３）自然との調和 

基本方針 

◆忠別川の河 畔林，河 川緑地などを 地域の特 性である水や 緑などの 豊かな自然と 調和した

親水性の高い 空間とし て整備し，都心 のオア シスとして市 民に親し まれる交流空 間を創

出します。  

◆緑の拠点と なる常磐 公園，北彩 都あさひ かわ 地区，神楽 岡公園，外国 樹種見本林を 結ぶ，

７条緑道や買 物公園，銀座通などの 道路を緑 化することで ，中心市 街地における 緑のネ

ットワークを 形成し， 豊かな自然と 調和した 快適な都心空 間を創出 します。  

施策の方向 

◆親水性の高 い大規模 な緑地空間の 形成  

◆緑豊かな歩 行者ネッ トワークの形 成  
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（４）交通機能の強化 

基本方針 

◆ バス 発 着 施 設の 集 約 や 駐車 場 を 含 めた Ｊ Ｒ 旭 川駅 前 広 場 の再 整 備 に より ， 鉄 道 ，バ ス ，

自動車，自転 車による 交通結節機能 を強化し ，交通の利便 性を向上 させます。  

◆ 河川 で 分 断 され て い る ＪＲ 旭 川 駅 南北 の 交 通 を円 滑 に す る南 北 連 絡 幹線 道 路 を 整備 し ，

市街地の一体 化による 中心市街地を 形成しま す。 

 

施策の方向 

◆南北連絡幹 線道路の 整備促進  

◆ＪＲ旭川駅 前広場の 整備による交 通結節機 能の強化  

 

１-３ 住宅地整備 

（１）住宅地の土地利用区分 

基本方針 

◆様々な都市 機能が集 積され利便性 に優れた 中心市街地ゾ ーンでは ，忠別川の河川 緑地な

どの緑豊かな 環境と調 和した都市型 住宅を誘 導することで ，まちな か居住を促進 し，中

心市街地のに ぎわいを 高めます。  

◆一般市街地 のうち，中心市街地の 縁辺ゾー ンでは，中高 層住宅を 主体とした良 好な住宅

地を形成・維 持するた め，都市基盤 の整備や 未利用地の有 効利用を 促進します。  

◆中心市街地 の縁辺を 除く，一般市 街地ゾー ンでは，住民 との協働 による地区の 特性に応

じたきめ細か いまちづ くりを進め， 良好な住 環境を維持・ 増進を目 指します。  

◆地域核市街 地ゾーン では，地区の特 性であ る背景の豊か な自然と 調和したゆと りのある

住宅地の形成 を目指し ます。  

 

施策の方向 

◆共同住宅な ど都市型 住宅の誘導  

◆開発行為な どによる 未整備地区の 計画的整 備の誘導  

◆地域の特性 に応じた 地区計画の活 用の推進  

 

（２）快適な住環境の創造 

基本方針 

◆花や緑によ る住宅地 の緑化や北国 らしいま ち並みづくり を進める など，地区ごと の特性

をいかしなが ら水や緑 と調和する快 適な住宅 地の形成を目 指します 。 

◆だれもが，住 みなれ た地域で安心 して安全 な生活が続け られるよ うな住宅の普 及に努め

るとともに， 道路のバ リアフリー化 など人に やさしい環境 づくりを 進めます。  

◆雪や寒さに 強く，冬 を快適に暮ら せる北方 型住宅の普及 に努める とともに，堆 雪スペー

スや歩行者空 間を確保 したゆとりの ある住宅 地整備を誘導 します。また，中小河 川を利

用した消流雪 用水の導 入など快適な 冬の生活 環境づくりを 進めます 。 

◆住環境の向 上のため に，主要幹 線道路の 沿 道付近の振動 ，騒音 ，排気ガスなど に対する

緩衝帯となる ，街路樹 の配置や沿道 サービス 施設の立地を 誘導しま す。 
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◆安心安全な 上水道を 目指し，水道水 源の確 保及び水道施 設の整備 充実と適切な 維持管理

を行い，良質 な水の安 定供給に努め ます。  

◆新たに開発 される住 宅地について は，周辺 地域と調和し た良好な 居住環境の形 成を誘導

するとともに ，日常利 便施設の立地 を 適 切 に 誘 導 し ， 用 途 の 混 在 を 未 然 に 防 止 し ま す 。 

◆工業・流通 業務系施 設と既存の住 宅とが混 在している住 宅地につ いては，用途 の混在を

解消し，住環 境の向上 を促進します 。  

 

施策の方向 

◆高齢者や障 害のある 人の生活に配 慮した住 宅の普及・確 保，指導 ・支援の促進  

◆北方型住宅 の普及・ 整備の促進  

◆流雪溝や消 流雪用水 導入による雪 処理施設 の整備  

◆高齢者が居 住する住 宅での融雪槽 やロード ヒーティング の設置に 対する支援  

◆外環状線へ の緑地帯 の配置  

◆わかりやす い住居表 示の推進  

◆地域の特性 に応じた 地区計画の活 用推進  

 

（３）多様な住宅施策の展開 

基本方針 

◆中心市街地 において ，多様なニー ズに対応 した居住環境 を整備す るなど，居住 人口の増

加を促進しま す。  

◆品質や性能 を確保し た質の高い住 宅の供給 促進に努める とともに ，既存住宅の改 善や適

切な維持管理 を推進す るなど，良質 な住まい づくりに取り 組みます 。 

◆多様なニー ズに対応 できる仕組み づくりを 推進します。  

◆住宅困窮者 に対して 住まいの安定 確保に取 り組みます。  

◆農山村地域 のコミュ ニティの維持 や地域振 興のために，農 山村地 域への定住や 都市と農

山村との交流 を促す優 良田園住宅の 建設を誘 導します。  

 

施策の方向 

◆住宅セーフ ティネッ トとしての市 営住宅の 的確な供給  

◆高齢者や障 害のある 人，子育て世 帯向け住 宅などの安定 確保  

◆バリアフリ ー化や耐 震補強など住 宅改修の 促進 

◆民間におけ る住宅の 建設に対する 情報提供 など適切な指 導・支援  

◆中心市街地 への住み 替え希望者に 対する情 報提供などま ちなか移 住の支援  

◆『優良田園 住宅の建 設の促進に関 する基本 方針』に基づ く優良田 園住宅の建設 を誘導  
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１-４ 商業地整備 

（１）地域商業地 

基本方針 

◆歴史や文化 ，自然 環 境など地域の 特性に配 慮しながら ，地域商 業 地を適切に配 置し，身

近な生活圏に おける利 便性と暮らし やすさを 確保します。  

 

施策の方向 

◆都市機能の 適正立地 の推進  

 

（２）沿道商業地 

基本方針 

◆２環状８放 射で構成 される主要幹 線道路，ＪＲ旭川駅南 北を連絡 する幹線道路 の沿道に

商業地を配置 し，自動 車を利用した 消費需要 に対応すると ともに，周辺地区住民 の日常

生活の利便性 が向上す るよう，商業 ・ サ ー ビ ス 機 能 の 適 切 な 立 地 誘 導 に 取 り 組 み ま す 。 

 

施策の方向 

◆都市機能の 適正立地 の推進  

◆用途転換に よる沿道 利便の増進  

 

１-５ 工業・流通地整備 

（１）工業地 

基本方針 

◆企業の移転 や誘致に よる立地動向 を考慮し ながら，本市が 有する 優位性や地域 特性をい

かせる産業の 誘致を進 め，地場産業 の振興， 増進に取り組 みます。  

◆ 既存 の 工 業 地は ， 敷 地 内を 緑 化 す るこ と で ， 周辺 住 宅 地 との 調 和 を 目指 し ま す 。ま た ，

面的整備によ り，未利 用地の有効活 用を促進 します。  

◆ 旭川 工 業 団 地は ， 産 業 構造 に 対 応 した 工 業 ・ 業務 施 設 な どの 集 積 を 目指 し ま す 。ま た ，

地域高規格道 路の整備 推進による交 通利便の 優位性をいか した工業 業務機能の維 持，増

進に取り組み ます。  

 

施策の方向 

◆未利用地の 有効活用 の促進  

◆既存の工業 系地区に おける適切な 土地利用 の誘導  

◆旭川工業団 地の整備 促進 

 



第１章 全体構想 
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（２）物流拠点 

基本方針 

◆新時代の物 流に求め られる国際化 ，広域化 ，情報化に対 応できる 北北海道の物 流拠点を

形成するため ，旭川空 港や，２高速 １連携道 路などの高速 交通体系 と連携した産 業の集

積に取り組み ます。  

◆面的整備に よる都市 基盤や流通関 連施設の 整備を進めま す。  

 

施策の方向 

◆広域交通基 盤をいか した産業の集 積  

◆既存流通業 務地区に おける効率的 な土地利 用の誘導  

 

（３）北方型産業の展開 

基本方針 

◆北国のライ フスタイ ルを提案する 生活文化 の創造を進め，新たな 北方型産業を 展開する

ことで，付加 価値の高 い製品づくり や地場産 業の振興と産 業の高度 化を目指しま す。特

に，旭川リサ ーチパー クでは，イン キュベー ション機能と 連携した 先端技術産業 の集積

に取り組みま す。  

 

施策の方向 

◆旭川リサー チパーク における先端 技術産業 の集積  

 

 

 

 

 

 

 



29

商業地

住宅地

沿道商業地

工業地

工業流通地

都市的利用地

沿道サービス利用

地域商業地

グリーンベルト

大規模な公園

0       1       2       3km

土地利用方針図

Ｎ

JR
函
館
線

JR
宗
谷
線

線
北
石RJ

JR富良野
線

至 留萌

至 東川

至 東川

至 当麻
至 北見 至 北見

至 稚内

至 札幌

至 富良野

至 幌加内

旭川空港

北
海
道
縦
貫
自
動
車
道

国
道
12
号

国道237号
国
道
40
号

国
道
39
号

環
状
1号
線

道道
瑞穂旭川停車場線

道道
旭川旭岳温泉線

道道 旭川幌加内線

東鷹栖東旭川通

東
旭
川
東
神
楽
通

道道
旭川
多度
志線

東神楽線

鷹栖町

東神楽町


